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令和２年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について 

 

 

 例年、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 22 条第１項の規定に基づく「食品

衛生に関する監視指導の実施に関する指針」（平成 15 年厚生労働省告示第 301 号）

第三の六に基づき、夏期に多発する食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品

衛生の向上を図る見地から、全国一斉に標記取締りの実施をお願いしているところ

です。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、都道府県等の

保健所における業務負担が大幅に増加していることなどに鑑み、本年度の夏期一斉

取締りについては、特段の重点監視指導項目はお示ししないこととします。 

 つきましては、各都道府県等におかれては、都道府県等食品衛生監視指導計画等に

基づき、実施可能な範囲で、夏期に多発する腸管出血性大腸菌やカンピロバクター等

による食中毒の原因施設となる頻度が高い施設を中心に監視指導を行っていただく

ようお願いします。またその際、本年６月１日から、食品衛生法第 50条の２第２項

に基づき、HACCP に沿った衛生管理が制度化されることを踏まえ、経過措置期間の終

了する令和３年６月 1 日までの間に、食品等事業者が HACCP に沿った衛生管理の導

入に円滑に取り組めるよう、引き続き制度の周知を図るとともに、HACCP の考え方を

取り入れた衛生管理の対象となる小規模営業者等に対しては、業種ごとの手引書の

紹介や衛生管理計画及び記録の様式の配布等、導入支援に努めていただくようお願

いします。 

 また、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受けて、新たに持ち帰りや宅配等を

始める飲食店営業者に対しては、｢飲食店における持ち帰り･宅配食品の衛生管理等

について｣（令和２年５月 8 日付け薬生食監発 0508 第２号）を踏まえ、引き続き御指

導方よろしくお願いします。加えて、長期間休業していた食品等事業者が営業を再開

するに当たっては、施設設備の清掃・洗浄・消毒、冷蔵・冷凍庫等の復旧確認、使用

水や保管していた食材の状態確認等を徹底するよう、周知・指導方お願いします。 

 

 



 なお、本年度の夏期一斉取締りの実施結果については、御報告いただく必要はあ

りませんが、違反食品を発見した場合の対応等については、｢令和元年度食品、添加

物等の年末一斉取締り実施要領（令和元年11月25日付け生食発1125第２号｢令和元年

度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について｣別添）｣の｢Ⅴ 処分等｣に準じ

て取っていただくようお願いします。 
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